
　期　日　　令和６年１０月２０日（日） 　　　主催 （公財）全日本弓道連盟

　会　場　　松本市弓道場 　　　主管   長 野 県 弓 道 連 盟

　開　場    ８：３０ 　  開　始    ９：３０       会 長   松島 貞治

      主管支部　 松本支部

　受　付 　　受審番号により下表の受付時間帯にて弓道場入口の受付にて行う

　行射審査　 受審番号により下表の開始時刻とする

※受審番号毎の入場時刻より前に控室には入れません

※進行上、各設定時間が変動する場合もありますので十分にご注意ください

第２控

種別 開始時刻 入場時刻

無指定 No. 201 ～ No. 228 6 立 9:30 ～　 8:30 ～ 9:00 9:10 ～　

No. 301 ～ No. 330 6 立 10:30 ～　 9:30 ～ 10:00 10:10 ～　

No. 331 ～ No. 351 5 立 11:30 ～　 10:30 ～ 11:00 11:10 ～　

No. 401 ～ No. 420 4 立 13:00 ～　 12:00 ～ 12:30 12:40 ～　

No. 421 ～ No. 437 4 立 13:45 ～　 12:45 ～ 13:15 13:25 ～　

第２控

種別 開始時刻 入場時刻

No. 1 ～ No. 25 5 立 9:30 ～　 8:30 ～ 9:00 9:10 ～　

No. 26 ～ No. 50 5 立 10:25 ～　 9:25 ～ 9:55 10:05 ～　

No. 51 ～ No. 75 5 立 11:20 ～　 10:20 ～ 10:50 11:00 ～　

No. 76 ～ No. 95 4 立 13:00 ～　 12:00 ～ 12:30 12:40 ～　

No. 96 ～ No. 115 4 立 13:45 ～　 12:45 ～ 13:15 13:25 ～　

14：35～

注意事項

  １. 出来る限り、弓道衣など行射審査の服装に着替えて来場すること

  ２．開会式および矢渡しは行わない

  ３. 観覧席は開放する

  ４. 館内への入場は、受付～審査終了までとし、審査終了後は速やかに退館すること

  ５．欠席者があった場合の立順は、行射審査の開始時刻が同じ時間帯の中で詰める

　６．欠席者の人数によって、開始時刻毎の立数が変更になる場合があるため、注意すること

   ７．合格発表は、翌日にホームページにて受審番号を公表する

また、後日所属支部の支部長を経由し通知する

  ８．合格者は、登録料+付加金を、所属支部の支部長に納入すること

　９．感染症防止については、各自にて注意すること。なお、行射審査時はマスクを外すこと

　１０．その他については、審査会実施要項を参照のこと

令和６年度 第７回 秋期中信弐段以下審査会【松本】・進行表

初段

弐段

無指定

＜小休止　　10分＞   

第２射場　行射審査 受付時間

＜小休止　　10分＞   

＜小休止　　10分＞   

立数

判定会議

＜小休止　　10分＞   

＜昼食　　50分＞   

＜昼食　50分＞   

＜小休止　　10分＞   

受審番号 立数 時間帯

＜小休止　　10分＞   

受審番号 時間帯

受付時間第１射場　行射審査


